
 様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

戸畑警察署協議会 

 

開催年月日時 
 令和７年１１月１２日 午後１時３０分 から 

 令和７年１１月１２日 午後２時１５分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          戸畑警察署３階会議室 

 

 

出 席 者        

警察署協議会  会長以下８名 

 

  

 

警 察 署        

 署長、副署長、交通管理官、総務課長、会計

課長、生活安全係長、刑事課長、警備課長、 

地域課長、事務局 

 

  

  

  

 
議 事 概 要          

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【会長挨拶要旨】 

 戸畑警察署の皆さんにおかれましては、戸畑区民のために昼夜を問わず事件事故

に対応いただき、感謝申し上げる。 

１０月２５日には、くきのうみ花火大会が実施され、若松側と比べると戸畑側は

狭路での警備となり大変なところもあったのではないかと思うが、大会を支えてい

ただき感謝申し上げる。 

今年も残すところ、ひと月半あまりとなった。 

年末年始に向け、事件事故の増加が懸念される中、警察署だけではなく、役所や

消防、防犯協会等の関係機関と我々市民が連携しながら事件事故を抑止していかな

ければばらないと思う。 

本日もよろしくお願いする。 

    

【署長挨拶要旨】 

 前回の警察署協議会で委員の皆さんに見学いただいた逮捕術について、福岡県警

察逮捕術大会が実施され、戸畑警察署は警察署第３部で第三位という結果であっ

た。 

 来年は優勝できるよう委員の皆さんからも檄を飛ばしていただきたい。 

 また、１０月２５日に実施された、くきのうみ花火大会については無事、事件事

故等なく終えている。 

 今年も残り１か月余りであるが、朝夕の寒暖差が大きくインフルエンザも流行し

ているため委員の皆さんもお体に十分気を付けていただきたい。 

 戸畑警察署も歳末警戒に向けて、戸畑区の安全安心の実現に向けて、パトロール

を強化中である。 

本日の協議会終了後は、私が若いときに所属していた第二機動隊への見学を予定

している。 

機動隊というのは、治安警備の最後の要ということで、日夜、有事に対する訓練

を行っている。 
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警察にはこのような部隊もあるのだという事を知っていただき、理解を深めてい

ただきたい。 

本日はよろしくお願いする。 

 

【議事】 

〇 情勢報告（総務課長） 

 

〇 福岡県内における暴力団情勢について（刑事課） 

 

【質疑応答】 

○ 委員から「詐欺電話について」の質疑があり、刑事課長から「詐欺電話は国際

電話だけでなく、国内から掛かってくるものもある。個人情報（氏名や電話番号

等）をいずれからか入手し、連絡をしているようである。国際電話で末尾が警察

署と同じ“０１１０”で掛けてきたり、３０分おきに２～３回ほど掛けてくる場

合もあるため、注意が必要である。」旨回答した。 

 

○ 委員から「暴力団員の組織離脱について」の質疑があり、刑事課長から「暴力

団組員が暴力団から離脱をする数について、近年は以前ほど多くはないが、警察

から働きかけを実施している。離脱には支援をする体制が必要で、離脱後に組員

を受け入れてくれる企業への働きかけも行っている。」旨回答した。 

 

〇 委員から「天籟寺交番の立て看板が小さく交番の場所が分かりにくいことにつ

いて」の要望があり、会計課長から「施設に係る立て看板の取り替えや新規の設

置物での対応は予算の都合上、難しい状態である。」旨回答した。 

さらに地域課長から、「道路環境も交番建設当初と変わってきている。交番は

地域住民の身近な拠点として、日ごろから避難場所等と同様に現地確認をしてい

ただきたい。」旨回答した。 

 

〇 委員から「自転車の乗車人員について」の質疑があり、交通管理官から「運転

手が１６歳以上であり、６歳未満の幼児 2人同乗基準適合車であれば、自転車の

前後に乗車装置を設置し、幼児２人まで乗車させることができる。また、自転車

の前乗せは４歳未満で、運転の際、バランスが取りにくくなった場合は安全のた

めに後ろ乗せへ替えたほうが良い。」旨回答した。 
 

【閉会】 

以上で令和７年度第３回戸畑警察署協議会を閉会する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


